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　トレーサビリティは、移動の過程を追跡するものであ
るため、生産者・出荷業者や、外食業者、小売業者など、
さまざまな人たちの取り組みが必要です。

　たとえば、業者が産地を偽装して出荷したという事件があった場合、記録がなければ誰
がその業者に出荷したかどうかが分かりません。
　記録があれば、その業者に出荷した・していないことを証明でき、風評被害を最小限に
抑えることができます。

　生産者（農家）の場合は、
次のような記録を保存し
なければなりません。

　伝票を保存してい
なかったり、産地情
報を伝えなかったりし
た場合は、勧告・命令
などがあるほか、その
命令に従わなかった場
合は罰則の対象となる
ことがあります。

お問合せは

青森県農林水産部食の安全・安心推進課
　TEL　０１７－７３４－９３５２
　FAX　０１７－７３４－８０８６

東北農政局　青森農政事務所
　食糧部計画課　TEL ０１７－７７５－２１５５
　地域第一課　TEL ０１７２－２７－６１８０
　地域第二課　TEL ０１７８－２９－２１１３
　地域第三課　TEL ０１７３－３５－２１３８

青森県や農林水産省のホームページでも情報を掲載しています。
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　“トレーサビリティ” とは、生産から消費者に渡るまでの過程が追跡できる状態にあること
をいいます。食品の安全に敏感な消費者の傾向をふまえ、最近はさまざまな分野（牛肉など）で
行われています。
　それを、米でも行おうというのが「米トレーサビリティ」です。今年10月１日から、
法律※が施行され、この制度がスタートしています。
※「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」
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【店内掲示の例】 【個別メニューごとの表記例】

【メニュー冊子に表記する例】
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※ 店入口の立て看板、店
内配布チラシ、ショッ
プカードなどでも可

※ 「国産」という表示で
もOK

　オムライス（アメリカ産米） …680円
　カレーライス（国産米） ……680円
　カツカレー（国産米） ………880円
■定食メニュー（国産米使用）
　チキンカツ定食 ……………800円
　トンカツ定食 ……………900円
　ヒレカツ定食 ……………980円
　海老フライ定食 ……………900円

　オムライス（アメリカ産米） …680円
　カレーライス（国産米） …680円
　カツカレー（国産米） ……880円
■定食メニュー（国産米使用）
　チキンカツ定食 …………800円
　トンカツ定食 …………900円
　ヒレカツ定食 …………980円
　海老フライ定食 …………900円
当店で使用しているお米は、
全て、○○県産米です。

当店で使用して

いるお米は全て

国産米です。

産地情報を伝える必要あり
■小売関係

　○スーパー、コンビニ
　○直売所
　○ネット販売、カタログ販売
　○米穀店、菓子店
　○酒屋
■製造業、卸売業関係

　○卸売業者、仲卸業者
　○製造業者

■飲食店

　○食堂、レストラン
　○そば、うどん店
　○寿司店
　○喫茶店
■遊興飲食店

　○居酒屋
　○スナック
　○料亭
■宿泊業

　○ホテル、旅館、民宿

■事業として行っていないもの

　○親戚などへの縁故米の贈答
　○炊き出し
　○学園祭の模擬店
　○料理教室、家庭科の食材

■一般消費者が対象でないもの

　○ 病院給食、学校給食、保育所
給食

　○老人ホーム、グループホーム

産地情報を伝える必要なし

□名称
□産地
　　「国産」「○○国産」
　　「○○県産」など
□数量
□搬出入年月日
□取引先相手名
□搬出入場所
□用途

　出荷の際に、必要事項が書かれた
伝票などを受け取ってください。

　出荷や、消費者に直接米を販売する
際には、必ず産地を伝えてください。

お米の産地を消費者に伝えてください。

入荷の際に、伝票などを受け取ってください。

入荷の際に、伝票などを受け取ってください。

メニューによって米の
産地が異なる場合

都道府県名または代
表的な地名でもOK




